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厚労省老健事業  厚労省老健局老健課、医政局地域医療計画課  

 

●医政局マターの拠点支援事業  

●老健局マターの在宅医療介護連携推進事業  

 

 

来年度は介護保険と医療保険との同時改定が行われ、医療計画では改めて在

宅医療の拠点整備について言及される。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効かつ効率的に機能できる方法を調査検討するもの 

 

在宅医療に必要な連携を担う拠点とは 

【設置主体】 

・病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、保健所、市町村等  

【求められる事項】 

・地域の医療及び介護、障害福祉関係者による定期的な会議の開催  

・在宅医療における連携上の課題の抽出及びその対応策  

・退院時から看取りまでの医療や介護、障害福祉サービスにまたがる様々な支援

について関係機関との調整  

・関係機関の連携による 24 時間体制の構築や多職種による情報提供の促進  

・在宅医療に関する人材育成及び普及啓発  

 

その整合を  

図っていくこ 

とが重要  

在宅医療・介護連携推進支援事業（推進支援事業）親会  

「在宅医療・介護連携推進事業」におけるコーディネー

ト業務と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」での業務

連携に関する調査研究事業（老健事業） 子会  

⇒検討委員会  

 
拠点  

人材  

課題  

資料２ 
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◆検討委員会開催状況（計４回の予定） 

出席者：検討委員会委員  柴内一夫センター長  ※センター職員はｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ参加  

（原則非公開で実施）  

回  期日  開催手法  議題  

１ 令和５年７月 20日  オンライン 

１  「在着医療・介護連携推進事業」におけ

るコーディネーターのあり方について  

２  「在着医療・介護連携推進事業」におけ

るコーディネート業務と「在宅医療に必要

な連携を担う拠点」との連携等について 

２ 令和５年 11月 28日  〃 

１ 連携拠点へのヒアリング調査及び都道府

県・市町村アンケート調査結果の報告に

ついて 

２ 検討の視点について 

３ 令和６年１月 11日  〃 （詳細未定）  

４ 令和６年２月 16日  〃 （詳細未定）  

  ※連携拠点へのヒアリング調査について、北上市は10月３日に受けた。（オンライン）  

 

◆都道府県・市町村担当者等研修会議  

 出席者［10/19］：市長寿介護課２名、在宅きたかみ４名  

［10/20］：市長寿介護課１名、在宅きたかみ２名  

回  期日  開催手法  プログラム  

１ 令和５年 10月 19日  オンライン 

➤行政説明（厚労省老健局・医政局）  

➤基調講演①埼玉県立大学大学院教授  

②日本医師会常任理事  

➤シンポジウム「多職種による在宅医療・介

護連携の更なる推進」  

【ｼﾝﾎ ﾟｼ ﾞｽﾄ】①東京都稲城市  ②埼玉県保

健医療部  ③北海道在宅医療推進センタ

ー ④大阪市東淀川区医師会  

２ 令和５年 10月 20日  
集合研修  

(東京会場 )  

➤アイスブレイク（厚労省老健局）  

➤ミニレクチャー①滋賀県健康医療福祉部  

②新潟県医師会  

➤グループワーク「地域の実情に応じた事業

マネジメントの検討」  ～４フェーズの視点で～  

※都道府県、市町村（委託先含む）の職員 65名  

が参加。（別途大阪会場あり）  
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◆岩手県保健医療計画策定に係る検討事項の調整  

県南広域振興局保健福祉環境部より、北上市と北上済生会病院にそれぞれ

説明があった。 

【検討事項】 

①在宅医療において積極的役割を担う医療機関  

②在宅医療に必要な連携を担う拠点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

国からの指示で２次医療圏

に少なくとも１つは位置づ

ける必要がある  

(2)目標達成に向けた取組事項の①から⑥のうち１つでも実施している、又は実施予

定の医療機関を岩手県保健医療計画に位置付けたい。 

北上済生会病院及び北上医師会に説明し、希望照会した。花巻市、遠野市、西和

賀町にも別途照会し取りまとめ中である。（12 月末までに承諾可否を確認する） 

令和６年１月に開催予定の「第２回岩手県中部保健医療圏地域医療推進会議に諮

り、県庁医療政策室に報告することとしている。 
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(2)目標達成に向けた取組事項の①から⑤のうち１つでも実施している、又は実施予

定の拠点を岩手県保健医療計画に位置付けたい。 

岩手中部医療圏内の４市町に再説明会を実施し、拠点としての位置づけについて承

諾の可否を確認したい。（令和５年 11 月 15 日） 

医療計画に位置付ける拠点の承諾書送付（令和５年 12 月１日）  


